
令和６年度八潮市立小規模特認校制度による児童生徒募集要項 

  

１ 小規模特認校制度とは 

小規模特認校制度とは、少人数を活かしたきめ細かな指導や特色ある教育活動を展

開する小規模校について、教育委員会が小規模特認校と指定し、児童生徒や保護者の

方が「このような環境で学びたい、学ばせたい」と希望する場合に、お住まいの住所

に基づく通学区域を越えて、市内全域から特別に児童生徒の入学・転入・編入（以下

「入学等」という。）を認める制度です。 

 

２ 指定する学校 

学校名 所在地 電話番号 

八潮市立八條北小学校 八潮市大字八條１１５０番地 ０４８（９３１）３２６１ 

八潮市立八條中学校 八潮市大字八條５５５番地 ０４８（９３６）２１２１ 

 

３ 小規模特認校の主な取組 

 

八條北小学校 八條中学校 

(1) 外国語教育の充実 

・学級担任、ＡＬＴ及び語学指導補助員

等による指導者３人体制での外国語活

動・外国語科授業の実施（３年生から

６年生） 

・「イングリッシュデー」の実施（毎週金

曜日） 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 小中一貫教育・交流活動の充実 

・八條小学校、八條中学校と小中合同運

動会の実施 

・小中合同で行う授業の実施（ジョイン

ト教室、あいさつ運動、ピンクシャツ

デー、スマホルール及びいじめ撲滅宣

言等の実施） 

・全学年が関わり合うたてわり活動の実

施(お話会、遊び、清掃、給食、全校遠足) 

・５・６年生による合同修学旅行・林間

学校の実施（修学旅行と林間学校を隔

年で実施） 

・小中合同で行う体験学習の実施（田植

え体験・稲刈り体験） 

 

(1)体験活動の充実  

・本物に触れる出前授業の実施（①美容

師・料理人・新聞記者・芸人・ダンスイ

ンストラクターなど多彩な職業の方を

招いた特別授業  ②コンビニエンス

ストア、テレビ局、介護、食品等様々

な業種の協力を得た講演やワークショ

ップ ③車いすバスケットボールやゴ

ールボールなど、パラスポーツの体験

を通した福祉教育等） 

・職場への理解を深めるキャリア教育授

業の実施（八潮市と包括連携協定を結

ぶ大学との連携授業） 

 

(2) 小中一貫教育・交流活動の充実 

・八條小学校、八條北小学校と小中合同

運動会の実施 

・小中合同で行う授業の実施（ジョイン

ト教室、あいさつ運動、ピンクシャツ

デー、スマホルール及びいじめ撲滅宣

言等の実施） 

・小中合同で行う体験学習の実施（田植

え体験・稲刈り体験） 

 

 

 

 

 

 



 

(3) 個別指導・個別相談の充実 

・複数の教員による少人数指導の実施（少

人数指導補助教員の配置と活用） 

・５校時開始前の基礎基本の習熟タイム

(八北タイム)の実施 

 

(4) 体育活動の充実 

・体力向上に向け、全校運動の実施 

 

(3) 個別指導・個別相談の充実 

・複数の教員による少人数指導の実施（少

人数指導補助教員の配置と活用） 

・毎朝の清掃後の基礎基本の習熟タイム

(八條ベーシック)の実施 

 

(4) 体育活動の充実 

・体力向上に向け、全校体育集会の実施 

 

４ 募集対象学年・募集人数 

(1) 募集対象学年 

【八條北小学校】 新１年生から６年生まで 

 【八條中学校】  新１年生から３年生まで 

(2) 募集人数 

【八條北小学校】 １０名程度（各学年） 

 【八條中学校】  ２０名程度（各学年） 

※小規模特認校としての特色を維持するため、受入児童生徒数は、各学年の児童生 

徒の総数（在籍児童生徒数と受入児童生徒数の合計）が７０名を超えない範囲の人 

数とします。 

※応募者が受入可能児童生徒数を超えた場合は、申請期間終了後、抽選（令和５年 

   １２月６日実施予定）とします。※抽選の際には、兄弟姉妹関係を優先すること 

があります。 

 

５ 入学等の条件 

  児童生徒が就学する学校は、お住まいの住所に基づく通学区域により教育委員会 

が指定していますが、指定された学校を変更し、小規模特認校への入学等を希望する 

場合には、原則、次の「入学等の条件」をすべて満たすことが必要となります。 

(1) 保護者及び児童生徒が、本市の住民基本台帳に記録があること。 

(2) 小規模特認校の教育方針を理解し、協力すること。 

(3) 学校のきまりを守り、仲間と協調して学習・生活ができること。 

(4) 原則、卒業までの間、通学に努めること。 

(5) 保護者の責任と負担において、保護者の送迎等により安全に通学すること。（中学生 

については、市内在住者に限り、学校長が認める場合、自転車通学を許可する。） 

(6) 入学等を希望する場合には、申請書を提出する前に、小規模特認校と相談の上、体験

入学を行うこと。（体験入学の期間は、３日から５日の範囲内） 

(7) 体験入学の終了後、入学等を希望する児童生徒と保護者は学校長と面談を行うこと。 

 

６ 体験入学及び見学会 

(1) 体験入学期間 

八條北小学校  令和５年 ９月２５日（月）～令和５年 ９月２９日（金） 

  八條中学校  令和５年１０月 ６日（金）～令和５年１０月１３日（金） 

の期間のうち３日から５日の範囲内 

(2) 体験入学校   八潮市立八條北小学校及び八潮市立八條中学校 

(3) 対象児童生徒 

【体験入学】 

八條北小学校  新２年生～新６年生 

八條中学校    新２年生～新３年生 



 【見学会】 

八條北小学校  新１年生 

八條中学校    新１年生 

(4) 参加申込書入手方法 

体験入学を希望する場合は、八潮市教育委員会学務課窓口又は、八條北小学校及び

八條中学校で『体験入学参加申込書』を入手してください。 

（市内小中学校及び八潮市のホームページからダウンロードすることもできます。） 

(5) 体験申込期間  令和５年９月４日（月）～令和５年９月１３日（水） 

※体験入学参加申込書に必要事項をご記入のうえ、八潮市教育委員会学務課窓口まで 

ご持参又は郵送をお願いします。 

(6) 上記体験入学期間にやむを得ず参加できない場合は、八潮市教育委員会学務課まで 

お電話にてご相談ください。 

(7) 八潮市外の小中学校に通学している児童生徒は、日本スポーツ振興センター保険に 

加入していただきます。 

(8) 新小学校１年生は、令和５年９月２５日（月）、新中学校１年生は、令和５年１０月

６日（金）に保護者同伴で見学を行っていただきます。 

３日から５日の範囲内で行う体験入学に参加する必要はありません。 

（見学時間 ８：２０～９：３０） 

※上記見学日に参加できない場合は、八潮市教育委員会学務課までお電話にてご相談

ください。 

 

７ 学校長との面談 

体験入学終了後、学校長による面談を実施いたします。面談の申込やお問い合わせ

につきましては、直接、八條北小学校及び八條中学校へご連絡ください。 

 

８ 入学等申請 

(1) 期間  令和５年１０月１０日（火）から令和５年１１月２４日（金）まで 

（窓口受付時間 午前９時から午後５時まで） 

(2) 入学等申請書入手方法 

八潮市教育委員会学務課窓口又は八條北小学校及び八條中学校で、『小規模特認校入

学等申請書（様式第１号）』を入手してください。（市内小中学校及び八潮市のホーム

ページからダウンロードすることもできます。） 

(3) 提出先  八潮市教育委員会２階学務課窓口 

       所在地 八潮市中央２丁目１０番地１７ 

     電 話 ０４８（９９６）４３８４  

※体験入学及び学校長との面談終了後、申請書（様式第１号）に必要事項をご記入の 

うえ、八潮市教育委員会学務課窓口までご持参ください。 

 

９ 入学等の承認及び不承認 

教育委員会が保護者の申請内容が相当と認めた場合は、令和５年１２月下旬頃、保

護者に、『小規模特認校入学等承認書』を郵送します。また、承認された保護者には、

八潮市教育委員会学務課から指定校変更等の手続きについてご連絡します。 

入学等が不承認となった場合は、保護者に、『小規模特認校入学等不承認通知書』を郵

送します。 

10 入学等の承認取消 

入学等承認後に、保護者の申請内容及び面談内容と事実に相違があると認められ

たとき又は就学の目的に沿わない事由が生じたときは、承認を取り消し、『小規模特認

校就学取消通知書』を速やかに保護者に交付します。 



 

11 就学時健康診断の会場 

小学校新１年生の就学時健康診断は、お住まいの住所に基づく指定校で受診してく 

ださい。 

 

12 八條北小学校卒業後について 

卒業後、進学する市内中学校は、お住まいの住所に基づき指定された学校となりま

す。ただし、八條北小学校卒業後、八條北小学校から多くの児童が進学する八條中学

校への入学を希望する場合も含め、指定校を変更したい場合には、「就学通知書」が届

き次第、八潮市教育委員会学務課にご相談ください。 

 

13 問い合わせ先 

(1)体験入学参加申込、入学等申請の手続きについて  

⇒ 教育委員会学務課 ０４８（９９６）４３８４ 

(2)小規模特認校における特色ある教育活動について 

⇒ 教育委員会指導課 ０４８（９９６）４３７４ 

(3)学校長との面談について   ⇒ 八條北小学校   ０４８（９３１）３２６１ 

⇒ 八條中学校    ０４８（９３６）２１２１ 


